
20
番

号 告

示

福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
長

印
公

印

の

名

称

印

影

福
島
県
県
南
建
設
事
務
所

長
公

印

管

理

者

公

告

福
島
県
告
示
第
一
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
改
刻
し
、
平
成
二
十
四
年
一
月
六
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
印

(

文
書
法
務
課)

福
島
県
告
示
第
二
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

九
生
滝
地
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
定
め
に
係
る
関
係
書
類
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
四
年
一
月
五
日
か
ら

(

二
十
日
間)

同

月
二
十
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

平
田
村
役
場

(

農
地
管
理
課)

公
告
第
一
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
再
生
支
援
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

齋
藤

真
哉

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
耶
麻
郡
西
会
津
町
登
世
島
字
さ
ゆ
り
が
丘
乙
千
二
百
三
十
番
地
十
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
島
県
で
暮
ら
す
人
々
に
対
し
て
、
一
生
涯
を
通
じ
て
安
全
・
安
心
な
生
活
が
送

れ
る
よ
う
、
ま
た
誇
り
を
も
っ
て
福
島
県
で
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
事
業
を

行
い
、
豊
か
な
社
会
生
活
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
二
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

三

代
表
者
の
氏
名

蛇
石

重
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
郡
山
市
字
名
倉
百
六
十
一
番
地
の
二

シ
ャ
ー
メ
ゾ
ン
・
ア
ゼ
リ
ア
Ⅲ
二
〇
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
生
活
す
る
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
、
主
に
障
が
い
者(

児)

の
就
労
支
援
、

生
活
支
援
、
相
談
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
障
が
い
者
の
自
立
に
寄
与
す
る
こ
と
、
ま
た
子
育

て
支
援
、
高
齢
者
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業
も
行
い
、
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
創

造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
社
会
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)
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